
科目４

精神保健福祉相談員の役割

講義３

市町村における精神障害者福祉業務の実践
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１）相談支援、就労・生活支援、居住支援、

権利擁護
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出典：厚生労働省「令和５年３月６日開催 都道府県・市町村向け説明会 市町村説明資料」２０２３より一部抜粋 3

精神保健に関する相談支援に係る市町村の役割

現在、市町村における自殺対策、虐待（児童、高齢者、障害者）、生活困

窮者支援、生活保護、母子保健・子育て支援等の業務において、関わっ

ている住民が背景に精神保健上の課題を抱えているケースも多く、市

町村の責務ではなくても、実際の支援の中で複合的な課題への支援の

ニーズに直面している。



出典：厚生労働省「第２回 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会 資料２」2021.一部改変 4



精神保健福祉相談では、「生活」にかかる様々な相談は、地域に

ある資源を活用し、ご本人自らが主体的に選択し利用できるよ

うに働きかけ、生活全体を支援する。
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生活支援を行っていくためには、精神障害者が利用でき
るフォーマルな制度（資源）を知っておくことが必要。
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就労、住まい、権利擁護などの相談にも対応できるよう、
様々な制度を知っておくことが必要。

就労支援
・ハローワーク
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・就労移行支援
・就労継続支援 等

居住支援
・グループホーム
・居住サポート事業
・住宅セーフティネット制度 等

権利擁護
・市町村長同意
・成年後見制度
・障害者虐待防止 等
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地域に足を運び、インフォーマルの資源を発掘、活用して
いくことも精神保健福祉相談員の役割の一つである。
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ピアサポーターの活動

出典：厚生労働省「第５回精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会 資料」2020. 9



★家族相談会（毎月１回）

特徴 ニーズに応じ２部屋で対応

①深刻な相談

保健所精神保健福祉相談員と
市精神保健福祉相談員が対応

②ホッとできる居場所
ボランティアセンターと

こころの健康推進員が協力

【事例】Ａ市の家族支援の取組み

10

〇 こころの健康に関する日頃の悩
みを少しでも軽減できるよう、同じ
立場の家族やこころの健康推進員
が、相談に応じます。

主催：A市精神障害者地域家族会
協力：A市、ボランティアセンター

こころの健康推進員
C保健所



【事例】Ａ市の家族支援・当事者支援の取組み

★せせらぎカフェ

（家族例会（隔月１回））

特徴

①市内B型事業所のカフェを

貸し切り例会を開催

②当事者の参加もOK

③こころの健康推進員が参加

11
（資料提供承諾済み）



２）市町村圏域における地域包括
ケアシステムの統合化
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1人のニーズから地域のニーズへ
そして、地域づくり（事業化）へ

出典：厚生労働省 「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」，2004
13



障害者自立支援協議会の活用
→「個から地域づくり」への取り組みが重要

出典：厚生労働省 「障害保健福祉関係主管課長会議 令和６年３月 資料（社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課／地域生活・発達障害者支援室）」2024を一部抜粋 14



全体会

運営会議

地域支援
部会

相談支援
部会

こども
部会

就労支援
部会

【事例】Ｎ市の障害者自立支援協議会組織図

当協議会事務局
は「障害福祉課」

＜専門部会＞
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地域生活
支援部会

精神科病院

相談支援事業所

市保健所(中核市)

相談支
援部会

相談支援事業所
（主に主任相談支
援専門員がいる事
業所）

こども部会

児童発達支援センター

児童発達支援事業所

放課後デイサービス事業所

保育所等訪問支援事業所

相談支援事業所

就労支
援部会

ハローワーク

就業・生活支援センター

商工会議所

障害者職業センター

就労移行支援事業所

就労継続支援Ａ型事業所

就労支援Ｂ型事業所

一般企業

市の就労支援機関

県立特別支援学校高等部

発達障害者支援センター

相談支援事業所

【事例】Ｎ市の障害者自立支援協議会
専門部会の構成員

・「にも包括」の協議の場も兼ねており、年に１～２
回、市内にある全ての精神科病院、訪問看護事業
所、ピアサポーター、障害福祉サービス事業所等
を交えて協議を行っている。
・年に２回、Ｎ県全市町（21市町）合同の「にも包
括」の協議の場を、県＋複数市で企画・運営して実
施している。
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グループワークのテーマは

「世界で一番メンタルヘルスサービスが充実した町を作ろう」

【事例】Ａ市障害者自立支援協議会 精神障害部会
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（資料提供承諾済み）



市町村が主体となり、多職種他部署で横断的に連携・
協働し、地域共生社会の実現を目指していく

出典：厚生労働省 「第３回精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会 資料３（市町村の現状と課題）」2020. 18



出典：厚生労働省 19



【事例（Ｎ市）】
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N市版



【事例】Ｎ市の包括的相談支援体制
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講義３ まとめ

 福祉領域に関わる相談において、精神保健福祉相談

員は生活にかかる様々な相談に対して、地域にある

資源を活用し、ご本人自らが主体的に選択し利用で

きるように働きかけるなど、生活全体を支援する。

 生活全体を支援するためには、 フォーマルな資源

（障害者総合支援法などによる公的制度、福祉施設

等）のみならず、インフォーマルな資源（福祉サービス

以外のさまざまな人、もの、場所、市民サービス等）

を知っておく必要がある。
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講義３ まとめ

 1人のニーズから地域のニーズへ、そして、当事者団体、

家族会、ピアサポーターとともに、地域づくり（事業

化）へと視点を広げていくことが大事であり、その手

段として（自立支援）協議会がある。

 精神保健福祉相談員は、分野横断的な視点で支援を

行い、地域共生社会の実現を目指す、そのために個と

地域をつなぐコーディネーターの役割や、社会資源の

開拓・創出をしていく役割を担っていく。
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 長崎市「令和6年度 重層的支援体制整備事業研修会」ホームページ. 

（https://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/412000/412008/p042122.html）
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ご視聴ありがとうございました。

続いて、【講義４】

都道府県における精神保健福祉業務の実践

の動画をご覧ください。
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